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室蘭市中小企業融資制度のご案内

　室蘭市中小企業融資制度は、市内中小企業の皆様が事業活動に必要な資金を円滑に調達できるように、市が
　金融機関と連携して行っている制度です。
　融資実行に際しては、取扱金融機関が融資審査を行った上で、室蘭市が定める条件（融資利率、融資期間等）の
　範囲内で貸し付けを行います。

（１）銀行取引停止処分を受けている
（２）銀行借入返済について著しく遅延している
（３）許可・認可の必要な業種で、許可・認可を受けていない
（４）大企業から50％以上の出資を受けている

利用いただける方

次の条件を満たしている中小企業者等　※融資の種類により定められた条件がありますので、融資制度一覧表を必ずご確認ください

※原則、室蘭市内の中小企業等が対象ですが、次の場合は融資対象範囲の特例を設けています

以下に該当する場合は、中小企業融資を利用できません

申込みから実行まで

申込者
（申込）

取扱金融機関

（受付）
保証協会
（審査・保証）

取扱金融機関

（審査・貸付）
融資実行

※申込みには、室蘭市発行の納税証明書（滞納無証明書）の提出が必要になります。ただし、市が保有する公募により確認することに
　同意する場合は、納税証明書（滞納無証明書）の提出を省略することができます。

（１）室蘭市内に一定の事業所を有し、事業を営んでいること
（２）市税等の滞納がないこと
（３）事業に係る許認可等を受けていること
（４）北海道信用保証協会の保証対象業種を営んでいること

　①室蘭市内に住所を有する個人又は本社（本店）を有する法人であって、登別市又は伊達市に事業所を有するもの　　
　　（新たに設置するものを含む）
　②登別市又は伊達市に住所を有し、かつ室蘭市内に事業所を有する個人であって、室蘭市内の融資制度の利用に
　　合理性が認められるもの

取扱金融機関（申込先）

○北洋銀行　　　　市内各支店及び登別支店

○北海道銀行　　　市内各支店及び登別支店

○室蘭信用金庫　本店・市内各支店及び鷲別支店

○伊達信用金庫　市内各支店及びわしべつ支店



準用する中小企業信用
保証法の規定

組合の種類

第2条第1項第3号
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、
水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会
　(※特定事業を行う組合等又はその構成員の三分の二以上が特定事業を行う者である組合等)

第2条第1項第4号 協同組合

第2条第1項第７号 商工組合、商工組合連合会

第2条第1項第８号 商店街振興組合、商店街振興組合連合会

第2条第1項第９号 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会

第2条第1項第10号 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会

第2条第1項第１１号 内航海運組合、内航海運組合連合会

２．中小企業等協同組合等

準用する中小企業信用
保証法の規定

小規模事業者の種類

第2条第３項第１号 常時使用する従業員が２０人(商業又はサービス業は５人)以下の会社及び個人(第２号の業種は除く)

第2条第３項第２号
常時使用する従業員が業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人で、その業種に属する事業を主たる
事業とするもの(※政令=平成26年3月1日、政令特例業種として宿泊業及び娯楽業を規定。従業員基準は
20人以下)

第2条第３項第３号 事業協同小組合

第2条第３項第４号 事業に従事する組合員が２０人以下の企業組合

第2条第３項第５号 常時使用する従業員が２０人以下の協業組合

第2条第３項第６号 常時使用する従業員が２０人以下の医業を主たる事業とする法人

第2条第３項第７号 常時使用する従業員が２０人(商業又はサービス業は５人)以下の特定非営利活動法人

お問い合わせ先

○融資制度に関すること　　：　室蘭市経済部産業振興課　（融資制度担当）　TEL　０１４３-２２-１１０９

○申込に関すること　　　　　：　各取扱金融機関

中小企業者等とは

準用する中小企業信
用保証法の規定

業　　　　種
いずれかに該当するものが対象

資本金（出資金） 常時使用する従業員

第2条第1項第1号

小売業 5,000万円以上 50人以下

サービス業 5,000万円以上 100人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

その他の業種 3億円以下 300人以下

第2条第1項第2号

ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及び
チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除
く）

3億円以下 900人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下

旅館業 5,000万円以下 200人以下

第2条第1項第5号 医業を主たる事業とする法人 － 300人以下

第2条第1項第6号 特定非営利活動法人 －
300人以下

小売業50人以下、卸売業
又はサービス業100人以下

３．小規模企業者

１．中小企業者

室蘭市中小企業融資制度 検　索



※お申し込みは、直接取引金融機関へ

返  済  期  間

変動金利 ※１年未満の返済も可

万円 ％   ％

　　　中小企業者及び中小企業協同組合等 ３年以内 1.2 ・連帯保証人(法人代表者以外)は原則不要

５年以内 1.4 1.2    １０年以内 　但し信用保証協会の保証付き以外は

　　・運転資金：決済資金､仕入資金､人件費支払など ７年以内 1.6 (3年超に限る)  (うち据置１年以内)   取扱金融機関の定めによる

　　・設備資金：店舗等新増改築､機械・車輌購入など １０年以内 1.8 ・担保は取扱金融機関の定めによる

・必要により信用保証協会の保証付き

　　

　　小規模企業者（従業員２０人以下。商業､サービス業(宿泊業、娯楽業は除く)

　　は５人以下の事業者）､北海道信用保証協会の小口零細企業保証制度　(国の 運転資金 ３年以内 1.1 ・連帯保証人(法人代表者以外)は原則不要

　全国統一保証制度)の保証対象となる事業者 ５年以内 1.3 1.1    １０年以内 ・担保は原則不要

　　 設備資金 ７年以内 1.5 (3年超に限る)  (うち据置１年以内) ・すべて信用保証協会の保証付き

　　・運転資金：決済資金､仕入資金､人件費支払など １０年以内 1.7
　　・設備資金：店舗等新増改築､機械・車輌購入など

　

　　

　　業績低迷(売上減少､利益率減少､原材料等の価格転嫁困難、倒産関連等) ５年以内 1.1

　から経営安定のため借り入れを必要とする中小企業者 ７年以内 1.3 1.1
　 １０年以内 1.5 (3年超に限る) 延長可(据置含め1年以内) ・連帯保証人(法人代表者以外)は原則不要

　　・運転資金：決済資金､仕入資金､人件費支払など 　但し信用保証協会の保証付き以外は

  取扱金融機関の定めによる

・担保は取扱金融機関の定めによる

　　災害により直接又は間接的に被災した中小企業者 ５年以内 1.0 ・必要により信用保証協会の保証付き

　　・運転資金：決済資金､仕入資金､人件費支払など ７年以内 1.2 1.0
　　・設備資金：店舗等修繕､機械購入など １０年以内 1.4 (3年超に限る)

　　資本金１,０００万円以下又は､従業員５０人以下の中小企業者 ・連帯保証人(法人代表者以外)は原則不要

７年以内 1.4 1.4  　  1０年以内 　但し信用保証協会の保証付き以外は

　　・運転資金：決済資金､仕入資金､人件費支払など １０年以内 1.6 (3年超に限る)  (うち据置１年以内)   取扱金融機関の定めによる

・担保は取扱金融機関の定めによる

・必要により信用保証協会の保証付き

　　市内で創業する者又は、創業後5年未満の方で事業資金を必要とする中小 ・連帯保証人(法人代表者以外)は原則不要

　企業者    １０年以内 　但し信用保証協会の保証付き以外は

　　・運転資金：決済資金､仕入資金､人件費支払など  (うち据置１年以内)   取扱金融機関の定めによる

　　・設備資金：店舗等新増改築､機械・車輌購入など ・担保は取扱金融機関の定めによる

・必要により信用保証協会の保証付き

　　産業構造の高度化､商業の近代化及び労働環境整備を図る中小企業者等 ３年以内 1.5 ・連帯保証人(法人代表者以外)は原則不要

　 ５年以内 1.7 1.5 　 １５年以内 　但し信用保証協会の保証付き以外は

　　・設備資金：店舗・工場・事務所等新増改築､駐車場整備、機械・車輌購入など １０年以内 1.9 (3年超に限る) 　(うち据置２年以内)   取扱金融機関の定めによる

　　 １５年以内 2.1 ・担保は取扱金融機関の定めによる

　　　　　　　 ・必要により信用保証協会の保証付き

　　共同で行うアーケードなどの環境整備事業､共同店舗､会館等の建設を行う ３年以内 1.5 ・連帯保証人(法人代表者以外)は原則不要

　中小企業協同組合等 ５年以内 1.7 1.5    １５年以内 　但し信用保証協会の保証付き以外は

　 １０年以内 1.9 (3年超に限る)  (うち据置２年以内)   取扱金融機関の定めによる

　　・設備資金：アーケード・街路舗装､共同店舗等新増改築、駐車場整備､ １５年以内 2.1 ・担保は取扱金融機関の定めによる

　　機械・車輌購入など ・必要により信用保証協会の保証付き

　　　

　

　　上記の内、商業近代化計画の区域内において､商業近代化計画事業に該当

　するもの※中央地区､輪西地区､東地区､中島地区､本輪西地区

　　

融    資    の    条    件

 利  率

固定金利

（令和5年４月１日現在）

融 資 の 種 類 利   用   で   き   る   方
資金使途 限  度  額 保証人・担保・信用保証協会

５，０００

 ２，０００

※既存全ての信用保証協会
の保証付き融資残高の合計
で2,000万円まで

経 営 安 定
促 進 資 金

運転資金

　 １０年以内
 (うち据置１年以内)

 ※原油高騰等により自助努力での
対応が困難な場合

災害特例
運転資金

設備資金

　 １０年以内
 (うち据置１年以内)

２，０００

運転資金

設備資金
 ３，５００ 1.1

 ２０，０００

 ２０，０００

商業近代化
特例

３０，０００ ２０年以内 1.2 －
　 ２０年以内
 (うち据置３年以内)

中
 
 
小
 
 
企
 
 
業
 
 
振
 
 
興
 
 
資
 
 
金

 一　般　資　金
運転資金

設備資金

小口零細企業
特　別　資　金

５，０００

特別経営資金
(マル特資金）

運転資金

創業支援特別資金 －

商
 
・
 
工
 
業
 
近
 
代
 
化
 
資
 
金

産　業　構　造
高　度　化　資　金

設備資金

共 同 施 設 資 金

設備資金

室蘭市中小企業融資制度　一覧


